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１　特別児童扶養手当を受けることができる方１　特別児童扶養手当を受けることができる方

２　手当を受ける手続

①手当を受ける方又は対象児童が日本国内に住んでいないとき

②対象となる児童が児童福祉施設等に入所（母子生活支援施設、保育所、ショートステイを

  除く）しているとき

③対象となる児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
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《手当を受けることができない場合》

  



所得額＝年間収入金額－必要経費 －   80,000 円  －  諸控除 

 

 

 
 

雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、

長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除

３　所得制限

 所得額  ＝  年間収入金額  －  必要経費　－　80,000 円　－　諸控除
                （給与所得控除額等）  （社会保険料相当・一律）　（諸控除一覧参照）
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《所得額の計算方法》
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５　支給日

４　手当額

６　手当を受けている方の届出
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55,350 36,860



重度の障害重度の障害

７　その他の手当（障害児福祉手当）

〇対象…精神又は身体に重度の障害（P.6 参考参照）を有するため、日常生活において常時の

　介護を必要とする状態にある在宅の 20 歳未満の方に支給されます。

〇支給月額…15,690 円（令和 6 年 4 月 1 日時点）

〇支払時期…毎年 2 月、5 月、8 月、11 月に、それぞれの前月分までが支給されます。

〇所得制限…受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である

　場合、手当は支給されません。

〇支給手続…お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター障害保健福祉課（京北地域は京北

　出張所保健福祉第一担当）へお問合せください。

重度の障害
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【証書亡失届兼再発行届】
証書をなくした方

【所得状況変更通知書】
世帯の所得が変わった方

【住所変更届】
転居した方

【資格喪失届】
手当を受ける資格がなく

なった方



８　20歳になったあとの手当（障害基礎年金）

９　お問い合わせ先（各区役所・支所保健福祉センター障害保健福祉課）

〇対象…国民年金に加入している間に病気やケガをして一定の障害が残った方、20 歳になる

        までに病気やケガをして一定の障害が残った方が受けられます。

〇支給手続…お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター保険年金課（京北地域は京北出張

            所保健福祉第一担当）へお問合せください。
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